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１．指定管理者の募集 

 

栗東市（以下「本市」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項及び栗東市立学童保育所の設置及び管理に関する条例（平成１

６年栗東市条例第１２号）第３条の規定により、施設の管理に関する業務を行う指

定管理者の募集を行います。 

 

２．指定管理者制度導入の目的 

 

学童保育所は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８の規定に基

づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭に

いないものに対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを

目的とした施設です。 

放課後児童健全育成事業に取り組むうえで、施設のより効果的、効率的な利用を

図るため、指定管理者制度を導入します。 

 

３．施設の概要 

 

名 称 所在地 

栗東市立金勝学童保育所 栗東市御園９８３番地 

栗東市立葉山学童保育所 栗東市高野５６８番地４ 

栗東市立葉山東学童保育所 栗東市小野４８０番地１ 

栗東市立治田学童保育所 栗東市坊袋７７番地 

栗東市立治田東学童保育所 栗東市安養寺２０３番地１ 

栗東市立治田西学童保育所 栗東市中沢一丁目５番１号 

栗東市立大宝学童保育所 栗東市綣七丁目８番３号 

栗東市立大宝東学童保育所 栗東市野尻５０２番地１ 

栗東市立大宝西学童保育所 栗東市霊仙寺四丁目２番３号 

上記、栗東市立学童保育所９施設を一括管理とします。 

※ 詳細については、別冊「栗東市立学童保育所管理運営業務仕様書」を参照し

てください。 

   

４．業務の範囲 

 

（１）本施設の運営に関する業務 

ア 施設の運営に関する業務 

イ 施設の入所の承認（取り消しを含む。）に関する業務 

ウ 施設の利用料金の徴収に関する業務 

エ その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 
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（２）本施設の維持管理に関する業務 

ア 施設及び設備の保守点検に関する業務 

イ 施設の清掃に関する業務 

ウ 敷地内の清掃等に関する業務 

エ 備品類の管理・調達 

オ 保安警備業務 

カ その他の維持管理 

（３）その他の業務 

ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

イ 業務報告書の作成 

ウ 事業報告書（収支決算書を含む。）の作成 

エ 施設の法定点検、施設点検報告 

オ 職員研修（業務研修、接遇研修、コンプライアンス研修、人権・同和問題職場内

研修、市主催の人権・同和問題研修への参加等） 

カ 施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録（法定点検、施設点

検等）の報告 

（４）前各号に掲げるもののほか、栗東市立学童保育所の運営に関する事務のうち、市長

が必要と認める業務 

  ※ 詳細については、別冊「栗東市立学童保育所管理運営業務仕様書」を参照し

てください。 

 

５．指定予定期間 

 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

（指定期間中、会計年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同

じ。）ごとに、本市と協定を締結します。） 

 

６．管理の基準 

 

（１）開所時間  

ア 小学校の授業日 午後１時から午後６時 

イ 小学校の休業日 午前９時から午後６時 

（２）休所日 

ア １２月２９日から翌年１月３日まで 

イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日 

（３）休所日及び開所時間については、指定管理者が特に必要があると認める場合は、

市長の承認を得て、これを変更することができます。 
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７．委託料について 

 

管理業務に要する経費として本市が支払う金額は、会計年度ごとに締結する協定

書において定めます。（申請の際に応募団体の提案した委託料が、そのまま市が支

払う委託料になるものではありません。） 

 

８．応募資格 

 

（１）法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）等の規定に基づき、更生手続又は再生手続をしていない法人等であるこ

と。 

（３）本市から指名停止措置を受けていない法人等であること。 

（４）納期の到来している国税、県税、市税を完納している法人等であること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない法人等であること。 

（６）市長及び市議会議員本人が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又は

これらに準ずべき者、支配人及び清算人でない法人等であること。ただし、市長

が無限責任社員等で、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるもので二分の

一以上を出資している法人及び外郭団体等は除きます。 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団又はその構成員（暴

力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から

５年を経過しない者の統制下にある法人等でないこと。 

（８）暴力団員等の親族（事実上の婚姻関係にある者を含む。）又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者が、役員等であることのほか、多額の出資又は

融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有している法人等でないこと。 

（９）暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを

問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けている法人等でないこと。 

 

９．申請に必要な書類 

 

（１）指定管理者指定申請書（様式１） 

（２）添付書類（原則Ａ４版） 

① 団体概要書（様式２） 

② 当該施設の事業計画書（様式３） 

③ 当該施設の収支予算書（令和４年度から令和８年度までの５年間分）（様式

４） 

④ 類似施設等運営実績表（様式５） 

⑤ 指定申請に係る申立書（様式６） 

⑥ 法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、これ
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らに相当する書類） 

⑦ 法人等の指定管理者指定申請日前において作成した直近２年分の収支予算書、

事業計画書、決算書及び財務諸表 

⑧ 納税に関する証明書（発行から３月以内のものに限る。） 

     市税の完納証明書（入札参加資格審査用） 

     県税の完納証明書 

     法人税と消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書 

⑨ 印鑑証明書（発行から３月以内のものに限る。） 

※ 募集開始日現在において、本市業務委託等入札参加有資格業者であるものは、

⑥に掲げる登記簿謄本及び⑧に掲げる市税完納証明書を提出する必要はありま

せん。 

※ 提出部数は、別紙「指定管理者指定申請提出書類一覧」を参照してください。

申請に係る費用は、申請者の負担とします。なお、提出された書類等は、返却

しません。（ファックス、電子メール等による受付はいたしません。） 

※ 申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰属します。ただし、本市

は指定管理者の公表等必要な場合は、提出書類の全部又は一部を使用できるも

のとします。 

 

１０．申請書の受付期間 

 

（１）受付期間  令和３年６月３０日（水）から同年７月２１日（水）まで（必

着）（土曜日及び日曜日を除く。） 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）受付方法  担当課まで直接持参してください。（郵送等による受付はいたし

ません。） 

（４）質 問 書  募集要項及び仕様書の内容について質疑がある場合は、質問書

（様式７）により、令和３年７月１４日（水）までに提出してく

ださい。（ファックス又は電子メール可（ともに要連絡のこ

と。）） 

（５）質問書の回答  ファックス又は電子メールにより回答します。尚、令和３年７月

１５日（木）以降の質問については、回答できませんのでご了承

願います。 

 

１１．仕様書及び申請提出書類等の配布並びに申請の受付場所 

 

  栗東市子ども青少年局子育て応援課子育て支援係 

ＴＥＬ：０７７－５５１－０１１４、ＦＡＸ：０７７－５５２－９３２０ 

  電子メールアドレス：kosodateouen@city.ritto.lg.jp 

  住所：〒５２０－３０８８ 滋賀県栗東市安養寺一丁目１３番３３号 
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１２．選定基準及び選定方法 

 

（１）選定基準及び視点 

① 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上が図られること。 

ア 全ての利用者に対して公平なサービス提供が可能な計画か 

イ 市民との情報の共有という観点からの情報公開の対応は十分か 

ウ 利用者サービスの向上に対する考え方や取組が優れているか 

エ 利用者の声を反映し、要望、苦情等への対応策は十分か 

② 適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。 

ア 管理運営体制は適切か 

イ 個人情報の保護対策は十分か 

ウ 安全管理の対策は十分か 

エ 緊急時の対応策は適切か 

オ 委託予定業務は適切に行われるか 

カ 経費削減のための効率的な運営が図られるものとなっているか 

キ 事業運営のために適切な収支計画がなされているか 

③ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

ア 施設の広報計画が適切に行われるか 

イ 施設の利用促進などに関する企画力、意欲、姿勢、独自性はどうか 

ウ 取組や提案は実施可能な計画か 

エ 施設の有効活用のための新たな業務の提案があるか 

④ 事業計画に沿って計画的で適切な運営を安定して行う能力を有していること。 

ア 職員の採用計画や資格、経験は十分か 

イ 職員の指導や育成に対する考え方や計画が具体的で優れているか 

ウ 申請団体の資本力や信用度が優れているか 

エ 施設の管理運営に必要な経験と実績（類似施設等での実績含む。）を備え

ているか 

オ 社会貢献活動への取組は十分か 

（２）選定方法 

応募書類の審査及び代表者等の面接審査により選定します。 

※ 面接審査は、令和３年７月下旬を予定しています。日時等詳細は後日ご連絡

します。 

 

１３．選定結果及び理由の通知 

 

応募者に、令和３年８月中旬をめどに、選定結果を文書にてお知らせします。な

お、指定管理者は、栗東市議会の議決を経て決定（指定）されます。 

※ 議決後、業務執行上必要となる事項を市と指定管理者の協議により協定とし

て締結します。 
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１４．その他 

 

（１）指定管理者指定申請書その他提出された書類は、公開することがあります。 

（２）管理業務等の実施中に故意又は過失により市又は第三者に対し、損害を与えた

ときは、指定管理者の負担でその損害を賠償しなければなりません。この損害賠

償を担保するため、賠償責任保険に加入していない団体は、保険に加入する必要

があります。 

（３）提出された書類の内容を変更することはできません。 

（４）申請後、辞退する場合は辞退届（任意様式）を提出してください。 

（５）本市職員及びその他本件関係者に対して、本件についての接触を禁じます。そ

のような事実が認められる場合や、提出された書類に虚偽の記載があった場合に

は、失格になることがあります。 


